
7-4-38  1 

   島原地域広域市町村圏組合地域支援事業実施要綱 

平成29年２月９日告示第１号 

    改正 平成29年３月31日告示第８号  平成29年５月18日告示第19号 

       平成30年６月29日告示第19号  平成30年10月１日告示第32号 

       平成30年12月27日告示第37号  令和元年６月17日告示第２号 

       令和元年９月20日告示第８号  令和２年４月１日告示第10号 

       令和３年３月29日告示第11号  令和４年７月１日告示第12号 

       令和４年10月１日告示第19号  令和５年３月16日告示第７号 

       令和５年３月31日告示第22号  令和６年３月25日告示第９号 

       令和６年５月24日告示第16号  令和７年２月26日告示第２号 

       令和８年２月18日告示第３号 

 

 島原地域広域市町村圏組合地域支援事業実施要綱（平成26年島原地域広域市町村圏組合告示第16号）の全部を

次のように改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第115条の45の規定に基づく地域

支援事業（以下「事業」という。）の実施に関して、法、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下

「施行規則」という。）、平成18年６月９日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域支援事業実

施要綱」（以下「実施要綱」という。）、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指

針（平成27年厚生労働省告示第196号）、及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて（平成

27年６月５日老発0605第５号厚生労働省老健局長通知）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、法及び実施要綱で使用する用語の例のほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

⑴ 第１号被保険者 法第９条第１号に該当する者 

⑵ 事業対象者 第１号被保険者のうち、施行規則第140条の62の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定

める基準（平成27年厚生労働省告示第197号）に掲げる様式第１（以下「基本チェックリスト」という。）の

質問項目に対する回答の結果が同基準様式第２に掲げるいずれかの基準に該当した者 

⑶ 認定者 法第７条第３項及び第４項に該当する者 

⑷ 構成市 島原市、雲仙市及び南島原市 

 （実施主体） 

第３条 実施主体は、島原地域広域市町村圏組合（以下「組合」という。）とする。 

 （対象事業） 

第４条 組合が実施する法第115条の45第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」と

いう。）で行うサービス名は次表に掲げるとおりとし、そのサービス内容は別表第１のとおりとする。 

実施要綱における分類 サービス名 

総合事業 

 
 

介 護 予

防・生活

支援サー

ビス事業

訪問型サービス 

（第 1号訪問事業） 

訪問型サービス（現行相当） 

訪問型サービスＡ「生活援助型」 

訪問型サービスＣ 

通所型サービス 

（第 1号通所事業）  

通所型サービス（現行相当） 

通所型サービスＣ 
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（第１号

事業） 

介護予防ケアマネジメント 

（第 1号介護予防支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 

一般介護

予防事業 

介護予防把握事業 介護予防把握事業 

介護予防普及啓発事業 介護予防ファンクラブ 

介護予防教室 

地域介護予防活動支援事業 介護予防ボランティア養成事業 

高齢者社会参加支援事業 

地域リハビリテーション活動支

援事業 

地域リハビリテーション活動支援事業 

２ 法第115条の47第１項に基づく包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）の実施に係る方針について

は、島原地域広域市町村圏組合管理者（以下「管理者」という。）が別に定める。 

３ 組合が実施する任意事業は、次表に掲げるとおりとし、その事業内容は別表第２のとおりとする。 

実施要綱における分類 事業名 

介護給付費費用適正化事業 介護給付費等適正化事業 

家族介護支援

事業 

介護教室の開催 家族介護教室事業 

その他の事業 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援事業 

福祉用具・住宅改修支援事業 住宅改修支援事業 

認知症サポーター等養成事業 認知症サポーター等養成事業 

地域自立生活支援事業 
 

 
介護サービスの質の向上に資する

事業 

介護相談員派遣事業 

４ 組合が実施する包括的支援事業（社会保障充実分）は、次表に掲げるとおりとする。 

実施要綱における事業名 実施方針・内容 

在宅医療・介護連携推進事

業 
 島原地域広域市町村圏組合在宅医療・介護連携推進事業実施要綱（平成29

年島原地域広域市町村圏組合告示第３号）による。 

生活支援体制整備事業  島原地域広域市町村圏組合生活支援体制整備事業実施要綱（平成29年島原

地域広域市町村圏組合告示第４号）による。 

認知症総合支援事業 島原地域広域市町村圏組合認知症総合支援事業実施要綱（令和３年島原地域

広域市町村圏組合告示第12号） 

地域ケア会議推進事業  島原地域広域市町村圏組合地域ケア会議設置要綱（平成27年島原地域広域

市町村圏組合告示第23号）による。 

(事業の実施方法)  

第５条 事業は、組合が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施するものとする。 

⑴ 法第115条の45の３第１項の規定に基づく指定事業者による実施 

⑵ 法第115条の47第４項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施 

⑶ 適切な事業運営が確保できると管理者が認める法人等への委託による実施 

⑷ 施行規則第140条の62の３第１項第２号の規定に基づく補助 

２ 前項第１号に係る事業所の指定に関する必要な事項は、別に定める。 

（サービスの重複利用の制限） 

第５条の２ 事業対象者及び要支援者が総合事業のサービスを利用する場合においては、次表により重複利用を
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制限することとする。 

 

 

 介護予防通

所リハビリ 

介護予防

訪問看護 

通所（現行

相当） 
通所Ｃ 

訪問（現

行相当） 

訪問Ａ 

「生活援助型」 
訪問Ｃ 

介護予防通所リハビリ  ○ × × ○ ○ × 

介護予防訪問看護 ○  ○※ ○※ ○ ○ ○※ 

通所（現行相当） × ○※  × ○ ○ × 

通所C × ○※ ×  ○ ○ × 

訪問（現行相当） ○ ○ ○ ○  × ○ 

訪問A「生活援助型」 ○ ○ ○ ○ ×  ○ 

訪問C × ○※ × × ○ ○  

備考        ○ 重複利用可、× 重複利用不可、※ 介護予防訪問看護のサービス内容が体操やリ

ハビリの場合は、総合事業の通所型サービス、訪問型サービスCとの併用利用は不可 

（事業に対する支給額等） 

第６条 指定事業者が総合事業を実施する場合の支給額は、次のとおりとする。 

⑴ 訪問型サービス（現行相当）、訪問型サービスＡ「生活援助型」及び通所型サービス（現行相当） 別表第

３で定める額に 100 分の 90 を乗じて得た額 

⑵ 介護予防ケアマネジメント 別表第３で定める額に 100 分の 100 を乗じて得た額 

⑶ 法第 59 条の２第１項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等（次号に規定するもの

を除く。）にあっては、第１号中「100 分の 90」とあるのは「100 分の 80」とする。 

⑷ 法第59条の２第２項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては、第１号中

「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。 

 （事業支給費等の支給） 

第７条 管理者は、前条第１項の規定により算定した額を法第115条の45の３第１項から第７項までに規定する

第１号事業支給費として指定事業者に支払うことができるものとする。 

（利用料等） 

第８条 訪問型サービス（現行相当）、訪問型サービスＡ「生活援助型」及び通所型サービス（現行相当）の利用

者は、第６条に規定する費用の額から前条に規定する事業者への支給額を差引いた額を自己負担し、事業者へ

支払うものとする。ただし、前条第２項に掲げる利用料については、実施事業者が徴収し、管理者へ納めるも

のとする。 

２ 事業の利用者は、第４条に掲げるサービス及び事業の実施にあたり実費が生じるときは、別表第４に定める

利用料等を負担するものとする。 

３ 前２項に関し、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（支給限度額） 

第９条 支給限度額に算定する総合事業のサービスは、訪問型サービス（現行相当）及び通所型サービス（現行

相当）とする。 

２ 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じて、法第55条第２項

の規定の例によるものとし、法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の支

給限度額を一体的に算定するものとする。 

３ 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援１の区分について法第55条第1項の規定の例

によるものとする。 

（高額介護予防サービス等相当事業） 
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第10条 管理者は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の２に規定す

る高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額（以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。）

を支給するものとする。 

２ 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事

業に関して必要な事項は、介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第29条の２の２及び第29条の３の規定を

準用する。 

 （事業対象者の判定） 

第11条 第４条第１項表中①から⑤に定めるサービスを利用しようとする際、事業対象者として利用することを

希望する者は、総合事業利用申込書（様式第１号・表面）（以下「利用申込書」という。）に基本チェックリス

ト（様式第１号・裏面）を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、すでに被保険者証を交付されて

いる事業対象者が、サービスを追加して利用するときは、この限りでない。 

２ 管理者は、利用申込書及び基本チェックリストに加え、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメ

ント依頼（変更）届出書（様式第２号）の提出があった後、事業対象者の該当者に対し、事業対象者該当であ

る旨を記載した被保険者証を交付するものとする。 

 （事業対象者の取下げ） 

第12条 事業対象者は、その取下げを行いたい場合には、事業対象者取下書（様式第３号）を管理者に提出しな

ければならない。 

 （指導及び監査） 

第13条 管理者は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対して、次に掲げる指導及

び監査を行うものとする。 

⑴ 法第115条の45の７の規定に基づく監査 

⑵ 指定事業者等に対して、法第23条の規定を準用して行う指導及び調査 

 （不正利得の徴収等） 

第14条 管理者は、偽りその他不正な行為により、居宅要支援被保険者等が第１号事業支給費の支給を受けたと

き又は指定事業者が第１号事業支給費の支払いを受けたときは、当該支給費の額又は支払い額の全部又は一部

の返還を求めることができる。 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

 （施行日前の準備行為） 

２ この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為に限り、

この告示の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。 

   附 則（平成29年３月31日告示第８号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

 （施行日前の準備行為） 

２ この告示による改正後の島原地域広域市町村圏組合地域支援事業実施要綱は、施行の日以後における介護予

防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例

により行うことができる。 

   附 則（平成29年５月18日告示第19号） 
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 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成30年６月29日告示第19号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第６条第１項第４号の規定は、平成30年８月１日から施行する。 

   附 則（平成30年10月１日告示第32号） 

 この要綱は、平成30年10月１日から施行する。 

   附 則（平成30年12月27日告示第37号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（令和元年６月17日告示第２号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（令和元年９月20日告示第８号） 

 この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

   附 則（令和２年４月１日告示第10号） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月29日告示第11号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年７月１日告示第12号） 

 この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

   附 則（令和４年10月１日告示第19号） 

 この要綱は、令和４年10月１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月16日告示第７号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月31日告示第22号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年３月25日告示第９号） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年５月24日告示第16号） 

 この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

   附 則（令和７年２月26日告示第２号） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則（令和８年２月 18 日告示第３号） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１（第４条関係） 

総合事業 

サービ 
ス名 

目的・内容等 説明 

訪
問
型

 

 

運営基準 島原地域広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める要綱（平成 29 年島原地域広域市町村圏組合告示第

７号）に定めるとおりとする。 

訪
問
型

Ａ 

 

運営基準 島原地域広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める要綱（平成 29 年島原地域広域市町村圏組合告示第

７号）に定めるとおりとする。 

回数制限 週２回以内とする。 

訪
問
型

Ｃ 

目的 特に閉じこもり等の心身の状況のために、通所による事業への参加が困難で、

訪問による介護予防の取り組みが必要と認められる者を対象に、保健・医療専門

職がその者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握、評価

し、社会参加を高めるために必要な相談・指導等を実施することを目的とする。 

内容 事業の実施内容については次のとおりとする。 

⑴ 事前アセスメントの実施 

  保健・医療専門職は、対象者の居宅を訪問し、必要な支援について事前ア 

セスメントを実施し、対象者の生活機能全般の把握・評価を行うものとする。

その際、認知症及びうつについては、治療の必要性の有無を判定し、必要 

な場合には受診の勧奨を行うとものとする。また、閉じこもり状態にある者 

に対しては、その要因等の聞き取りを行う。 

⑵ 個別支援計画の作成 

  保健・医療専門職はアセスメント結果を踏まえ支援方法を検討し、概ね３ 

箇月間を期間とした個別支援計画を作成する。 

⑶ 支援の実施 

  具体的な支援においては、通所型サービス事業及び地域におけるインフォ 

 ーマルサービス（介護保険制度を利用しないサービス）等を活用することと

し、対象者の状態に照らしつつ、対象者が関心のあるサービスプログラムへ

の参加の呼びかけ等を実施することとする。また、定期的に居宅を訪問し、

対象者の状態の確認を行い、その内容を記録する。 

⑷ 事後アセスメントの実施 

保健・医療専門職は、個別支援計画により設定した計画期間終了後に対象

者の居宅を訪問し、改善状況等について事後アセスメントを実施し、事業終

了後すみやかに担当の地域包括支援センターに報告するものとする。 

対象者 事業対象者、要支援１及び要支援２の認定を受けた被保険者 

同時利用の制限 介護予防通所リハビリテーション、通所型サービス（現行相当）、通所型サー

ビスＣ事業との同時利用は不可とする。 
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通
所
型

 

 

運営基準 島原地域広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める要綱（平成 29 年島原地域広域市町村圏組合告示第

７号）に定めるとおりとする。 

通
所
型

Ｃ 

目的 介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者及び要支援者と判定され

た高齢者が、運動機能向上事業を利用することにより、心身機能の維持回復を図

り、また生活機能の維持又は向上を目指し、短期間で、セルフマネジメント（自

己管理力）が実施できるよう、専門職が支援し、状態の軽減若しくは悪化の防止

及び地域における自立した日常生活の支援を行う。 

内容 ⑴ 運動機能向上プログラム 

ア 集団によるストレッチ・バランス運動・筋力向上運動など 

イ リハビリ専門職の指導による個別プログラムの実施 

ウ 身体機能測定（初回・中間・最終） 

⑵ 口腔機能向上プログラム・認知症予防アクティビティプログラム 

⑶ 介護予防ファイルの活用によるセルフケア定着支援 

対象者 要支援１及び要支援２並びに基本チェックリストによる判定で事業対象者に

該当した者（介護予防通所リハビリテーション及び通所型サービス（現行相当）

を受けている者は除く。）。 
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介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

定義  法第 115 条の 45 第１項第１号ニに規定するサービス 

内容  介護予防ケアマネジメントは、要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日 

常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応 

じて、その選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サ 

ービスのほか、一般介護予防や市町村の独自施策､市場において民間企業により 

提供される生活支援サービスも含め、要支援者等の状態等にあった適切なサービ 

スが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業とする。 

類型と考え方 ⑴ ケアマネジメントＡ（介護予防支援と同様のケアマネジメント） 
主に訪問型サービス又は通所型サービスにおいて、指定事業者のサービスを

利用するケースに対して地域包括支援センター等が、アセスメント（課題分析）

によってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定する。利用

者との面接によるモニタリングについては、少なくとも３箇月毎に行い、利用

者の状況等に応じてサービスの変更も行うことが可能な体制をとっておく。 
⑵ ケアマネジメントＢ（簡略化した介護予防ケアマネジメント） 
  現行相当以外の訪問型サービス及び通所型サービスを利用する場合に、ケア

プラン原案作成の省略、サービス担当者会議に類するものの実施、モニタリン

グは事業終了時に実施する等介護予防ケアマネジメントのプロセスを緩和し

て実施するもの。地域包括支援センターの職員等が医療・介護専門職の適切な

関わり合いのもとで地域の高齢者の選択を適切に支援する視点や包括的なケ

アマネジメントの実施を通した地域づくりの視点を踏まえた支援及びその体

制の構築等のためのアプローチが重要である。 
⑶ ケアマネジメントＣ（基本的にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメン

ト） 
主に、ケアマネジメントの結果、事業の実施方法が補助に該当するようなサ

ービスや配食等のその他生活支援サービス又は一般介護予防事業の利用につ

なげるケースであって、緩和した基準によるケアマネジメントとして、基本的

にサービス利用開始時のみケアマネジメントを行うもの。ケアマネジメントの

結果、利用者本人が自身の状況、目標の達成等を確認し、住民主体のサービス

等を利用する場合に実施する。初回のみ、簡略化したケアマネジメントのプロ

セスを実施し、ケアマネジメントの結果（「本人の生活の目標」「維持・改善す

べき課題」「その課題の解決への具体的対策」「目標を達成するための取組」等

を記載）を利用者に説明し、理解を得た上で、住民主体の支援の利用等を継続

する。その後は、地域包括支援センターによるモニタリングは行わない。利用

者の状況の悪化や、利用者からの相談があった場合に、地域包括支援センター

によるケアマネジメントに移行する。 
方法 地域包括支援センターの職員により実施する。ただし、指定居宅介護支援事業

所に一部委託し、実施することも可とする。 

対象事業 ⑴ 介護予防ケアマネジメントＡ 訪問型サービス（現行相当）及び通所型サービ

ス（現行相当） 

⑵ 介護予防ケアマネジメントＢ 訪問型サービスＣ及び通所型サービスＣ 

⑶ 介護予防ケアマネジメントＣ 訪問型サービスＡ「生活援助型」 
介
護
予
防
把
握
事
業 

目的 関係機関との連携等により、地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した

情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住

民主体の介護予防活動へつなげることを目的とする。 

内容 民生委員、町内会自治会等との連携などの活用により、電話、訪問等により介

護予防の必要な被保険者を把握し、必要なサービス等につなげる。 

対象者 第１号被保険者 
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介
護
予
防

 

目的 介護保険を利用せずに自宅で過ごしている方の身体機能低下を防止するため、

介護予防ファンクラブに会員登録してもらい、会員への定期的な情報提供を行

う。 

内容 ⑴ 会員登録 

⑵ 会員に対する定期的な介護予防の情報発信 

⑶ 交流の場の開催 

対象者 事業対象者、要支援及び要介護認定を受けていない第１号被保険者 
介
護
予
防
教
室 

目的 介護予防を推進する運動を中心とした通所型サービスを実施し、高齢者が住み

慣れた地域で安心して生活を継続することができるよう、自立保持のための身体

的・精神的・社会的機能の維持向上を図ることを目的とする。 

内容 対象者の身体状況にあったプログラムを、週１回実施する。 

対象者 第１号被保険者 
介
護
予
防

ア
養
成
事
業 

目的 介護予防に資する知識・技術を普及啓発するとともにボランティア等として人

材を育成し、自らの健康づくりと地域の介護予防に資する地域活動組織への育成

及び支援を行うことを目的とする。 

内容 講座の実施は、医師、歯科医師、保健師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生

士、栄養士、看護師など適切な職種の者により、介護予防に必要な講習及び実技

等の内容で実施するものとする。 

対象者 構成市に住所を有する者 
高
齢
者
社
会
参

加
支
援
事
業 

実施方法 島原地域広域市町村圏組合高齢者社会参加支援事業実施要綱（平成 25 年島原

地域広域市町村圏組合告示第６号）に定めるとおりとする。 

地
域

活
動
支
援
事
業 

実施方法 島原地域広域市町村圏組合地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱（令

和６年島原地域広域市町村圏組合告示第 13 号）に定めるとおりとする。 
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別表第２（第４条関係） 

任意事業 

事業名 目的・内容等 説明 

介
護
給
付
費
等
適
正
化
事
業 

目的 介護（予防）給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提
供されていないかの検証、本事業の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な
情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に
適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費
用の適正化のための事業を実施する。 

内容 ⑴ 認定調査状況チェック 

⑵ ケアプランの点検等 

⑶ 医療情報との突合・縦覧点検 

⑷ 給付実績を活用した分析・検証 

⑸ 介護サービス事業者等への適正化支援事業 
家
族
介
護
教
室
事
業 

目的 要介護高齢者等を介護する家族等に対し、要介護高齢者の状態の維持・改善を
図るため、適切な介護知識・技術を習得するとともに、外部サービスの適切な利
用方法を習得させること等を内容とした教室の開催により、要介護高齢者等及び
その家族の介護を支援することを目的とする。 

内容 次に掲げる講習等を実施するものとする。 
⑴ 寝たきりや認知予防についての講話 
⑵ 介護方法についての講話 
⑶ 介護者の健康づくりについての講話 
⑷ 介護技術の講習 
⑸ 介護に関する相談 
⑹ 介護サービスの利用方法 
⑺ その他介護に関する手段 

対象者 被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として
組合が認める者とする。 

成
年
後
見
制
度
利

用
支
援
事
業 

内容 市町村申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する
経費や成年後見人等の報酬の助成等を行う。 

住
宅
改
修
支
援
事
業 

目的 介護保険住宅改修費の申請書に添付する理由書の作成業務に対し補助金を交
付することにより、住宅改修利用が円滑に行われることを目的とする。 

交付対象者 介護保険の住宅改修費の申請書に添付する理由書を作成した次のいずれかに
該当する者で、その者の所属先に交付するものとする。ただし、構成市の保健師
等は交付の対象としないものとする｡ 

⑴ 介護支援専門員 
⑵ 利用者の状態を把握し、かつ、理由書作成の専門性がある者のうち、管理

者が認める者 

内容 補助金の交付を受けようとする者は、原則として各月分について翌月 20 日ま
でに介護保険住宅改修支援事業費補助金交付申請書及び請求書（様式第４号）に
管理者が必要と認める書類を添付して管理者に提出しなければならない。 

管理者は、当該申請を受理した場合は、その内容等を審査し、適当と認めたと
きは補助金を交付する。 

認
知
症

等
養
成

事
業 

目的 認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の者やその家族に対し

てできる範囲で手助けする「認知症サポーター」を養成するため講座を実施する。 

内容 次に掲げる項目を主な内容とするテキストにより講座を行う。 

⑴ 認知症とはどのようなものか 

⑵ 認知症の症状について(中核症状と周辺症状) 

⑶ 認知症の方に接する時の心構えと介護者の気持ちの理解について 

⑷ 認知症サポーターにできることとは 

対象者 構成市に住所を有する者 
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介
護

相
談

員
派
遣
事
業 

実施方法 島原地域広域市町村圏組合介護サービス相談員派遣事業実施要網（平成 27 年

島原地域広域市町村圏組合告示第 16 号）に定めるとおりとする。 
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別表第３（第６条関係） 

事業構成 単位数 加算及び減算 

訪問型サービス

（現行相当） 

イ １週当たりの標準

的な回数を定める場

合（１月につき） 

⑴ １週に１回程度の場合 1,176 高 齢 者 虐

待 防 止 措

置 未 実 施

減 算 又 は

業 務 継 続

計 画 未 策

定減算 

 

 

 

 

 

100 分の 1

を 乗 じ た

単 位 を 減

算する。 

事 業 所 と

同 一 建 物

の 利 用 者

又 は こ れ

以 外 の 同

一 建 物 の

利用者 20

人 以 上 に

サ ー ビ ス

を 行 う 場

合 

 

100分の90

を乗じる。 

 

正 当 な 理

由 な く 事

業 所 と 同

一 の 建 物

に 居 住 す

る 利 用 者

の 割 合 が

100分の90

以 上 の 場

合（事業所

と 同 一 の

建 物 の 利

用者 50 人

以 上 に サ

ー ビ ス を

行 う 場 合

を除く） 

 

100分の85

を乗じる。 

中 山 間 地

域 等 に お

け る 小 規

模 事 業 所

加算 

 

 

 

 

 

 

 

100分の10

を 乗 じ た

単 位 を 加

える。 

中 山 間 地

域 等 に 居

住 す る 者

へ の サ ー

ビ ス 提 供

加算 

 

 

 

 

 

 

100 分の 5

を 乗 じ た

単 位 を 加

える。 

単位 

⑵ １週に２回程度の場合 2,349 

単位 

⑶ １週に２回を超える程度の場 

合 3,727 単位 

ロ １月当たりの回数 

 を定める場合（１回に 

つき） 

⑴ 標準的な内容の指定相当訪問型

サービスである場合 287 単位 

 

⑵ 生活援助が中心である場合（一 

）所要時間 20 分以上 45 分未満 

の場合 179 単位 

 ⑵ 生活援助が中心である場合（二 

）所要時間 45 分以上の場合 220 

単位 

 ⑶ 短時間の身体介護が中心であ 

る場合 163 単位 

ハ 初回加算 200 単位（１月につき）   
ニ 生活機能向上連携加算  

 ⑴ 生活機能向上連携 

加算（Ⅰ） 

100 単位（１月につき） 

⑵ 生活機能向上連携 

加算（Ⅱ） 

200 単位（１月につき） 

ホ 口腔連携強化加算 50 単位（１回につき） 

※１月に１回を限度 

令和６年度介護報酬改定後の訪問介護における口腔

連携強化加算の取扱いに準ずる。 

ヘ 介護職員等処遇改善加 

 算 

 所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の

合計 

 ⑴ 介護職員等処遇改 

善加算（Ⅰ） 

所定単位の 245/1000 
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⑵ 介護職員等処遇改 

善加算（Ⅱ） 

所定単位の 224/1000 

⑶ 介護職員等処遇改 

善加算（Ⅲ） 

所定単位の 182/1000 

⑷ 介護職員等処遇改 

善加算（Ⅳ） 

所定単位の 145/1000 

⑸ 介護職員等処遇改 

 善加算（Ⅴ） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） 

所定単位の 221/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） 

所定単位の 208/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） 

所定単位の 200/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） 

所定単位の 187/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） 

所定単位の 184/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） 

所定単位の 163/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） 

所定単位の 163/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） 

所定単位の 158/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） 

所定単位の 142/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（10） 

所定単位の 139/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（11） 

所定単位の 121/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（12） 

所定単位の 118/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（13） 

所定単位の 100/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（14） 

所定単位の 76/1000 

注１ 生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからチを算定しない。 

注２ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合の建物の範囲については、

令和３年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱いに準ずる。 

注３ 中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加

算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目であ

る。 

注４ ロについては、１月につき、イ⑶に掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。 

注５ 業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用する。 

注６ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。 

事業構成 対象者 単位数 加算及び減算 

訪問型サー

ビスＡ「生活

支援型」 

１ 生活援助（1時間未 

満） 

事業対象

者、要支

援１・２ 

220 単位（１回につき）  

２ 初回加算 200 単位（１月につき） 
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通所型サー

ビス（現行相

当） 

イ １週当たりの標準

的な回数を定める場

合（１月につき） 

事業対象

者、要支

援１ 

1,798 単位 

 

 

 

 

利 用 者

の 数 が

利 用 定

員 を 超

え る 場

合 又 は

看護・介

護 職 員

の 員 数

が 基 準

に 満 た

な い 場

合 

 

 

100分の

70 を乗

じる。 

 

 

高 齢 者

虐 待 防

止 措 置

未 実 施

減 算 又

は 業 務

継 続 計

画 未 策

定減算 

 

 

 

 

 

 

100分の

1を乗じ

た 単 位

を 減 算

する。 

中 山 間

地 域 等

に 居 住

す る 者

へ の サ

ー ビ ス

提 供 加

算 

 

 

 

 

 

 

 

100分の

5を乗じ

た 単 位

を 加 え

る。 

 

事 業 所

と 同 一

建 物 に

居 住 す

る 者 又

は 同 一

建 物 か

ら 利 用

す る 者

に 通 所

型 サ ー

ビ ス を

行 う 場

合 

 

イ 事 業

対 象 者

及 び 要

支援１ 

376単位

を 減 算

す る 。

（ １ 月

につき） 

 

イ 要 支

援２ 

752単位

を 減 算

す る 。

（ １ 月

につき） 

 

ロ 94 単

位 を 減

算する。

（ １ 回

につき） 

 

 

事 業 所

が 送 迎

を 行 わ

な い 場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 単位

を 減 算

する。 

 

（ 片 道

につき） 

要支援２ 3,621 単位 

 

 

 

 

ロ １月当たりの回数

を定める場合（１回

につき） 

事業対象

者、要支

援１ 

436 単位 

※１月の中で全部で４回まで

のサービスを行った場合 

 

 

要支援２ 447 単位 

※１月の中で全部で８回まで

のサービスを行った場合 

 

ハ 生活機能向上グル

ープ活動加算 

事業対象

者、要支

援１・２ 

100 単位（１月につき） 

 

 

 

機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩

マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を

配置した事業所で６月以上勤務し、機能訓練指導に

従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含

むものとする。 

ニ 若年性認知症利用

者受入加算 

240 単位（１月につき）  

ホ 栄養アセスメント

加算 

50 単位（１月につき） 

ヘ 栄養改善加算 200 単位（１月につき） 

ト 口腔機能向上加算  
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 ⑴ 口腔機能向上 

加算（Ⅰ） 

150 単位（１月につき） 

⑵ 口腔機能向上 

加算（Ⅱ） 

160 単位（１月につき） 

チ 一体的サービス提

供加算 

480 単位（１月につき） 

リ サービス提供体制 

 強化加算 

  

 ⑴ サービス提供 

体制強化加算

（Ⅰ） 

事業対象

者、要支

援１ 

88 単位（１月につき） 

要支援２ 176 単位（１月につき） 

⑵ サービス提供 

体制強化加算

（Ⅱ） 

事業対象

者、要支

援１ 

72 単位（１月につき） 

要支援２ 144 単位（１月につき） 

⑶ サービス提供 

体制強化加算

（Ⅲ） 

事業対象

者、要支

援１ 

24 単位（１月につき） 

要支援２ 48 単位（１月につき） 

ヌ 生活機能向上連携 

加算 

事業対象

者、要支

援１・２ 

 

 ⑴ 生活機能向上 

連携加算（Ⅰ） 

100 単位(１月につき) 
※３月に１回を限度とする。 

⑵ 生活機能向上 

連携加算（Ⅱ） 

200 単位（１月につき） 
 
 
 

ル 口腔・栄養スクリ

ー 

ニング加算 

 

 ⑴ 口腔・栄養ス

ク 

リーニング加算 

（Ⅰ） 

20 単位(１回につき) 
※６月に１回を限度とする。 

⑵ 口腔・栄養ス

ク 

リーニング加算 

（Ⅱ） 

5 単位(１回につき) 
※６月に１回を限度とする。 

ヲ 科学的介護推進体 

制加算 

40 単位（１月につき） 

ワ 介護職員等処遇改 

善加算 

 所定単位は、イからヲまでにより算定した単位数の

合計 

 ⑴ 介護職員等処 

遇改善加算

（Ⅰ） 

所定単位の 92/1000 

⑵ 介護職員等処 

遇改善加算

（Ⅱ） 

所定単位の 90/1000 

⑶ 介護職員等処 

遇改善加算

所定単位の 80/1000 
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（Ⅲ） 

⑷ 介護職員等処 

遇改善加算

（Ⅳ） 

所定単位の 64/1000 

⑸ 介護職員等処 

遇改善加算（Ⅴ） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（１） 

所定単位の 81/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（２） 

所定単位の 76/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（３） 

所定単位の 79/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（４） 

所定単位の 74/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（５） 

所定単位の 65/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（６） 

所定単位の 63/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（７） 

所定単位の 56/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（８） 

所定単位の 69/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（９） 

所定単位の 54/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（10） 

所定単位の 45/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（11） 

所定単位の 53/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（12） 

所定単位の 43/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（13） 

所定単位の 44/1000 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（14） 

所定単位の 33/1000 

注１ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定 

処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 

注２ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画

の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。 

注３ 事業所が送迎を行わない場合については、イ⑴を算定している場合は、１月につき 376 単位の範囲内で、イ⑵を算定してい

る場合は１月につき 752 単位の範囲内で減算する。 
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注４ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。 

介護予防ケ

アマネジメ

ントＡ 

 

介護予防ケアマネジメ

ントＡ 

事業対象

者、要支

援１・２ 

442 単位（１月につき） 高齢者虐待防止措置未実施減算又は業務継続計画未

策定減算 100 分の 1 を乗じた単位を減算する。 

初回加算 300 単位（１月につき）  

委託連携加算 300 単位（１月につき） 

注 業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用する。 

介護予防ケ

アマネジメ

ントＢ 

 

介護予防ケアマネジメ

ントＢ 

事業対象

者、要支

援１・２ 

442 単位（１月につき） 高齢者虐待防止措置未実施減算又は業務継続計画未

策定減算 100 分の 1 を乗じた単位を減算する。 

初回加算 300 単位（１月につき）  

委託連携加算 300 単位（１月につき） 

注 業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用する。 

介護予防ケ

アマネジメ

ントＣ 

介護予防ケアマネジメ

ントＣ 

事業対象

者、要支

援１・２ 

442 単位（１月につき）  
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別表第４(第８条関係) 

サービス名 利用料 

その他の事業  調理実習等を実施するときの食材料費及び個人的教材などの実費相当額

を利用者に負担させることができる。この場合、一人当たりの金額に 100 円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その金額が 100 円未

満であるときは、100 円とする。 
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◆記入者が利用者と異なる場合 

◆代行して提出される場合 

 

◆利用したいサービスについて（利用希望のサービスにレをつけてください） 

 

 

 

 

様式第１号（第 11条関係）（表面） 

総合事業利用申込書 

島原地域広域市町村圏組合管理者 様 

 

島原地域広域市町村圏組合地域支援事業における総合事業を利用したいので次のとおり申し込みます。 

申請年月日     年   月   日 

◆総合事業を利用する方について記入してください。 

利
用
者 

被保険者番号            

フリガナ  
生年月日 明治・大正・昭和  年  月  日 

氏名 

 
 

年 齢    歳 

住所 

 

〒 

 

電話番号： 

携帯電話： 

現在（前回） 

の認定結果等 

要介護状態区分：１・２・３・４・５  要支援状態区分：１・２  事業対象者 なし 

有効期間：    年  月  日   から    年  月  日 

申請の理由 
 

フリガナ  利用者と 

の関係 
 

氏   名  

連 絡 先 
電話番号： 

携帯電話： 

代理記入の理由  

提
出
代
行
者
等 

該当を○で囲む[地域包括支援センター・居宅介護支援事業所] 

 

代理の場合、本人との関係： 

〒                               電話番号： 

サービスの種類   

□訪問型サービス（現行相当） 

□訪問型サービスＡ「生活援助型」 

□訪問型サービスＣ       

□通所型サービス（現行相当） 

□通所型サービスＣ 
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様式第１号（第 11条関係）（裏面） 
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様式第２号（第 11条関係） 
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様式第３号（第 12条関係） 

 

          年  月  日 

 

島原地域広域市町村圏組合 

管理者 様 

 

           住 所 

           氏 名 

 

事業対象者取下書 

 

 下記の者につき、事業対象者であることを取り下げます。 

 

記 

 

１．被保険者番号 

２．住所 

３．氏名 

４．生年月日 

５．取下理由 

６．取下年月日 
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様式第４号 

介護保険住宅改修支援事業費補助金交付申請書及び請求書 

  年  月  日 

島原地域広域市町村圏組合管理者 様 

所 在 地 

名   称 

事 業 者 名 

代 表 者 名                    ㊞ 

電 話 番 号  

 

     年  月分の介護保険住宅改修支援事業費補助金交付について下記のとおり申請及び請求します。 

 

１．住宅改修申請に伴う理由書作成業務件数          件 

２．申請金額（２，０００円／件）              円 

３．申請内訳 

№ 
被保険者番号 被保険者の住所 被保険者氏名 理由書作成日 

作成者氏名  作成者の資格 支給申請書提出日 備考 

１ 
       ．   ． 

       ．   ．  

２ 
       ．   ． 

  ．   ．  

３ 
       ．   ． 

  ．   ．  

 

※欄が不足の場合は必要項目を記載した用紙を適宜追加してください。 

 

振 

込 

先 

       銀  行 

       農  協 

       信用金庫 

     本 店 

     支 店 

     出張所 

種    目 口 座 番 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金 融 機 関 コ ー ド 店 舗 コ ー ド 

       

ゆうちょ銀行 

９９００ 

記号 CD/再発行 番号（右詰めで記入） 

              

口座名義人 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

※ ゆうちょ銀行をご利用の場合のみ、その口座を太枠内に記入して下さい。 

※ ゆうちょ銀行の通帳の記号と番号の間に１桁の数字がない場合は、CD/再発行欄は記入しないで下さい。 

 


